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（1） 災害発生時の連絡体制  

渇水、風水害、地震等による断減水状況については、昭和 54年３月 23日付け環水第 39号にて厚生労

働省への報告が求められ、その様式等については平成２５年１０月２５日付け健水発１０２５第１号（最終改正

令和２年２月 27日）（以下、平成 25年通知という。）で定められている。 

 

 水道事業者及び水道用水供給事業者におかれては、休日・夜間等の非常時にも遅滞なく断減水等状

況を共有できるよう、平素より管轄の健康福祉事務所等との連絡体制を構築すること。 

 

（2） 災害復旧費・災害査定  

異常なる天然現象による被害を受けた水道施設を原型に復旧する事業については、上水道施設災害復

旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金を活用できる。 

 

‧ 自然災害の場合、大臣認可を含む水道事業者及び水道用水供給事業者は、県に断減水等の状

況について報告し、県は厚生労働省へ県内の状況を報告する。 

‧ 自然災害及び渇水による断減水等被害の報告は、原則は実際に断減水等被害が生じる、または

生じるおそれがある場合に情報提供をお願いしているが、自然災害の規模が大きい場合には、被

害がない旨の報告も必要となる。 

留意事項 

‧ 応急仮工事の額を除いた復旧費が、以下の限度額及び現在給水人口×130円（簡水は 110円）

で求める金額を上回ること。 

上水道事業または水道用水供給事業 県 7,200 千円、市 1,900千円、町村 1,000千円 

簡易水道事業 市 1,000 千円、町村 500千円 

‧ 災害原因である「異常なる天然現象」は「災害復旧事業の実務に関する手引き」に掲げるもので、

申請者は事実を説明する責任がある。 

‧ 通常の災害復旧費補助金では給水管を対象としない。ただし、大規模災害の場合は災害ごとに交

付要綱等が策定されることがある。 

‧ 被災状況の説明のため、写真やメーカーからの使用不可証明書等の記録を必ず残すこと。 

留意事項 
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４  水道水質管理等について 

（1） 水質基準等の改正  

 
これにあわせて、当県の「兵庫県水道水質管理計画」の運用方法の見直し[令和３年５月６日付け生第

1108号]および水道水質管理マニュアル[令和３年５月６日付け生第 1108号]の改定を行っている。 

（2） クリプトスポリジウム等対策  
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（3） 水質事故事例  
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（4） 飲料水健康危機管理実施要領  

 

 

県においても、飲料水健康危機管理実施要領及び飲料水健康危機管理対策マニュアル（最終改訂平成

20年４月１日）を作成している。 
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５  その他  

（1） 健康危機管理の適正な実施並びに危機管理情報の提供について 
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（2） 分水及び区域外給水  

「分水等はできない」は、思い込みです 

メールマガジン第１号（H31.2「施設の共同利用による区域外給水」）でも取り上げました 

⇒「兵庫 水道 メルマガ 第１号」で検索 

施設の共同利用による行政区域外給水の具体例  

【取組事例】 

‧ 青森県十和田市・秋田県小坂町における施設の共同利用 

両事業体が同一の用水供給事業者から受水している場合 

① Ａにおける水道用水供給事業からの受水点から給

水対象までの水道施設を、Ｂとの共同管理とする。 

→当該施設をＢ市の管理に属するものとする。 

② Ｂへ配水する業務を、法上の責任とともに、Ａに第

三者委託する。 

※Ａに第三者委託する場合、Ｂの取水地点の変更に

は該当しない。（この例ではＡ市、Ｂ市ともに同一の

水道用水供給事業からの供給であるため） 

⇒両市とも、認可変更は不要  

両事業体が別の水源から取水している場合  

① Ｂ市への給水に関係するＡ市の水道施設(取水・浄

水・送水施設)を、Ｂ市との共同管理とする。 

→当該施設をＢ市の管理に属するものとする。 

② Ｂ市は変更認可(水源種別・取水地点・浄水方法の変

更)を行う。 

③ Ｂ市への配水に関する一連の業務を、法上の責任と

ともに、Ａ市に第三者委託する。 

⇒受水側（Ｂ市）のみ認可変更が必要 

 

 

  

Ａ Ｂ 

施設の共同管理等 
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第三者委託実施の手引き 

 第三者委託の導入については、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課が第三者委託実施の手引きを作成

している。 
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（3） 水道事業等において特に重要な資料一覧  
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